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❃ 申込書にご記入いただく個人情報につきましては、お申込書籍の発送のほか、弊会刊行物等や催事のご案内に 

使用させていただく場合がございます。弊会個人情報保護方針につきましては、ホームページにてご確認ください。0 
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■ご住所（〒   －   ）  TEL（     ）     －       FAX（     ）     － 
                        ☞FAX・メルマガ会員(新刊案内等)募集中 ご希望の方は✔印 □ 

 
 
 

所属法人会名（  浜田法人会 ） 

メールアドレス 

■ご名称 ■ご担当者名 

❂ 年末調整に必要なすべての事項を分かり易く解説‼ 

❂ 令和４年度の改正内容及び適用事項を完全網羅‼  

❂ 巻末に年末調整に関するＱ＆Ａ２６０（予定）を収録‼ 

❂ ミスをしないためのポイント、注意事項、各種計算例、最新の様式による様式記載例 

などを取り入れて実務的に解説‼ 
 

 

令和 4 年版 

主な内容 

▶Ｂ５判・４８０頁・定価２，２００円（税込）・令和４年１０月下旬刊行予定 

●２色刷折込 年末調整の事務手順表 

各種控除のチェックポイント一覧表 

各種控除額の早見表 

●各種税額表 

●社会保険・雇用保険の各種保険料額表 

●年末調整に必要な各種控除などの解説 

●年末調整の計算例、様式記載例な

どの具体的実務 

●年末調整終了後の整理事務 

●1月の源泉徴収事務 

●給与所得者の確定申告 

●電子計算機等による年末調整 

●賞与に対する税額の計算方法 

●災害被害者に対する救済 

●国外居住親族に係る扶養控除等の適用 

●源泉控除対象配偶者と同一生計配

偶者について 

●年末調整手続の電子化 

●源泉徴収事務に必要な用語の解説 

●年末調整の質問２６０（予定）に答える 

令和４年分の年末調整における主な留意事項 

 ＜「年末調整のしかた」で早めの備えを!!＞ 
 令和４年分の年末調整は、企業実務に影響するものとして次のものがあります。本書の解説、様
式記載例、Ｑ＆Ａ等で早めの備えが必要です。 
 
1 住宅ローン控除関連の改正 
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が令和 7 年 12月 31日まで

4 年延長されるなど、所用の措置が講じられました。 
※住宅の取得等をして令和４年１月１日以後に居住の用に供した場合について適用されます。 

2 みなし配当の額の計算方法等の見直し 
資本の払戻に係るみなし配当の額の、計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額

の計算の基礎となる減資資本金額が、その資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額を限度とす
ることになりました。 
※令和４年４月１日以後に行われる資本の払戻しについて適用されます。 

3 一定の内国法人が支払を受ける配当等に係る源泉徴収の見直し 
一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、配当等に係る所得税の源泉

徴収を行わないこととするとされました。 
① 完全子法人株式等に該当する株式等に係る配当等 
② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等 

（当該内国法人が名義人として保有するものに限る）の発行済株式等の総数等に占める割合が
３分の１超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等 
※令和５年 10 月１日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。 

4  社会保険料控除および小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控
除申告書」に添付する「控除証明書」に関する改正 

① 給与等の支払を受ける者が、年末調整において、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載すべ
き事項を電子データで勤務先に提供する場合には、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控
除に係る「控除証明書」の書面による提出又は提示に代えて、この証明書の発行者から受領した
一定の電子データによる提供をすることができることとされました。 

② 給与等の支払を受ける者が、年末調整において、社会保険料控除又は小規模企業共済等掛金控+
除の適用を受ける際に「給与所得者の保険料控除申告書」に添付等をすることとされている「控
除証明書」の範囲に、この控除証明書の発行者から提供を受けた電子データを一定の方法により
印刷した電磁的記録印刷書面が加えられました。 
※令和４年10月１日以後に「給与所得者の保険料控除申告書」を提出する場合について適用されます。 

１０月下旬刊 

予約受付中 

令和４年版  年末調整のしかた 

1お申込み先1 一般財団法人 大蔵財務協会 西部事務所 FAX ０９２‐４７２‐０３４７ 
〒812-0013福岡市博多区博多駅東 1-13-6 いちご博多イーストビル 2F TEL 092-472－7047 

ＨＣ-４７４広島局 送料サービス 

― 源泉徴収事務の総決算はこの一冊で万全！― 

本書をご入用の方は、下記の大蔵財務協会西部事務所へＦＡＸにてお申込みください。 
なお、当申込書でのお申込みに限り、送料無料です。 


